
２０２６年 3 月２日 

 

団体扱自動車保険２０２６年４月１日以降の最大割引率のご案内 

 

団体扱自動車保険の２０２６年４月１日以降の損害保険会社各社の最大割引率

につきましては、チラシの通りとなりますのでご案内いたします。 

お問合せ、ご加入の申込などにつきましては当社保険部（電話 03-6657-3011 

平日 9：00～17：35／土日祝日定休）又は職場に訪問する当社営業担当社員ま

でお願いいたします。 

 






